
 

 

 

 

 

 

１．開催年月日 

令和７年１２月２５日（木） 午前１０時００分～午前１０時２０分 

 

２．開催場所 

  大東市教育委員会会議室 

 

３．出席者（５名） 

・教育長          岡本 功 

・教育長職務代理者     太田 忠雄 

・教育委員         齊藤 めぐみ 

・教育委員         中野 健一郎 

・教育委員         工藤 真由美 

  

４．出席説明員（１４名） 

 ・教育総務部長                     北本 賢一 

・学校教育政策部長                   渡邊 良 

・教育総務部総括次長兼学校管理課長           芦田 雄一 

・学校教育政策部総括次長兼指導・人権教育課長      村島 正浩 

・教育総務部次長兼教育企画室長兼課長兼学校教育政策部教育企画室長兼課長 有東 良博 

・教育総務部教育総務課長                吉田 詠二 

・教育総務部教育総務課参事兼野崎青少年教育センター所長 前島 康浩 

・教育総務部教育総務課北条青少年教育センター所長    青木 浩之 

・教育総務部家庭・地域教育課長             山元 淳 

・学校教育政策部教職員課長               泉谷 匡俊 

・学校教育政策部ＩＣＴ教育戦略課長           川阪 栄介 

・学校教育政策部教育研究所長兼課長           筧 誠人 

・学校教育政策部ＩＣＴ教育戦略課参事          山本 和人 

・教育総務部教育総務課課長補佐             西村 公江 

 

５．傍聴者   ２名 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 大東市教育委員会 

１２月 定 例 会 議 事 録 



６．議事日程 

 

 

日 程 第 １  議事録署名委員の指名について 

 

 日 程 第 ２  教育長の報告 

 

日 程 第 ３  教委報告第９号 

大東市教育委員会事務局人事に係る臨時代理の報告について 

 

日 程 第 ４  教委報告第１０号 

         府費負担教職員の人事に関する内申に係る臨時代理の報告について 

 

日 程 第 ５  教委議案第３２号 

         大東市立中学校生徒の善行表彰について 

 

日 程 第 ６  一般業務報告 

          

          



令和7年12月25日

教育長報告　資料

日 曜 教育長活動予定　（太字：教育長･教育委員出席） 備考

1 土 運動会（諸福幼・北条小）

2 日

3 月 文化の日表彰式典、大東市こども会フェスティバル「広報作品」表彰式典

4 火

5 水

6 木 予算決算委員会（後期全体会）〔決算審査〕

7 金 人権の花運動（灰塚小）、SE公開研究会（氷野小）、表敬訪問（全日本 U10 グリーンボール）

8 土 北条ふれ愛フェスティバル

9 日 だいとう市民まつり

10 月 生徒会との交流会（大東中）

11 火 生徒会との交流会（谷川中）

12 水 校園長会、生徒会との交流会（南郷中）

13 木

14 金 弁論大会

15 土

16 日

17 月 幹部会議

18 火 教頭・主任会

19 水 環境との共生推進本部会議

20 木 教育委員会定例会

21 金 生徒会との交流会（北条中）

22 土 社会教育関係団体連絡協議会スポーツ大会

23 日 勤労感謝の日

24 月 振替休日

25 火

26 水 本会議、予算決算委員会（前期全体会）、小学校連合音楽会

27 木

28 金 人権週間街頭啓発

29 土 大東退職教職員作品展

30 日 農業まつり・農産物品評会

令和７年　　１１月

≪備考≫
変更となる場合があります。
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令和7年12月25日

教育長報告　資料

日 曜 教育長活動予定　（太字：教育長･教育委員出席） 備考

1 月 生徒会との交流会（深野中）

2 火 未来づくり委員会・予算決算委員会（未来づくり分科会）、北河内地区教育委員会委員研修会

3 水 未来づくり委員会・予算決算委員会（未来づくり分科会）

4 木 校園長会

5 金

6 土 薬物乱用防止対話集会、「図書館を使った調べる学習コンクール」表彰式

7 日

8 月

9 火 教頭・主任会

10 水

11 木 表敬訪問（チアダンス）

12 金 予算決算委員会（後期全大会）、大阪府立野崎高等学校創立五十周年記念式典

13 土

14 日

15 月 本会議

16 火 本会議

17 水 本会議

18 木 総合計画・総合戦略推進本部会議、庁舎整備に関する推進本部会議

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火 ２学期終業式(幼稚園）

24 水 ２学期終業式(小・中学校）

25 木 教育委員会定例会

26 金 仕事納め

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

令和７年　　１２月

≪備考≫
変更となる場合があります。

冬
季
休
業
日

（

小
・
中
学
校

）

冬
季
休
業
日
（

幼
稚
園

）

閉
庁
期
間



令和7年12月25日

教育長報告　資料

日 曜 教育長活動予定　（太字：教育長･教育委員出席） 備考

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月 年頭挨拶、全体会議 仕事初め

6 火

7 水

8 木 ３学期始業式（小・中学校）

9 金 総合教育会議、生徒会との交流会（住道中）

10 土

11 日 消防出初式

12 月 「成人の日」記念式典

13 火 幹部会議 ３学期始業式（幼稚園）

14 水

15 木 校園長会

16 金 市町村教育委員会研究協議会（オンライン）

17 土

18 日 大東市こども会駅伝選手権大会、大東市スポーツ少年団新年交歓会

19 月

20 火

21 水 大東・四條畷地区保護司会新年互礼会

22 木 教頭・主任会

23 金 総合計画・総合戦略推進本部会議、大阪府都市教育長協議会定例会

24 土 大東市家庭教育講演会

25 日

26 月 （仮称）ほうじょう学園施設整備事業　総合評価審査委員会

27 火 大阪府市町村教育委員会研修会、北河内地区教育長協議会

28 水

29 木

30 金

31 土

令和８年　　１月

≪備考≫
変更となる場合があります。

閉
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教委議案第３２号  

 

大東市立中学校生徒の善行表彰について  

 

特に他の模範となる行為が認められた生徒について、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２１条第１９号及び大東市教

育委員会表彰及び感謝状授与に関する規程（平成１６年教委庁達第１号）第８条

の規定に基づき、次のとおり提出し、選考を求める。  

    

令和７年１２月２５日提出  

    

                  大東市教育委員会        

                   教育長 岡 本  功     

 

 

 

 

１．善行表彰候補者   大東市立深野中学校生徒 １０名  

２．善 行 の 概 要   令和７年９月頃、登校途中に路上を歩く迷子の幼児を  

保護し、集団で大阪府四條畷警察署まで同行し、保護  

を依頼した。この行動により、当該幼児の身体及び生  

命の危険を未然に防止することに寄与した。  

 

 

 

 

理      由  

 

大東市教育委員会表彰及び感謝状授与に関する規程第３条第２号の規定に基

づき表彰を受けるべき者の選考を行うため。  
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○大東市教育委員会表彰及び感謝状授与に関する規程（抜粋） 

平成１６年９月２７日 

教委庁達第１号 

 

（児童生徒の表彰） 

第３条 委員会は、委員会の所管に属する学校の児童生徒のうち、次の各号のいずれかに

該当するものを表彰することができる。 

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案をした者 

(2) 特に他の模範となる行為があった者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、委員会が表彰することが適当であると認める者 

 

（表彰の時期） 

第７条 表彰は文化の日に行う。ただし、委員会が必要と認めるときは、随時行うことが

できる。 

 

（選考） 

第８条 表彰を受けるべき者の選考は、教育長の選考に基づき委員会においてこれを行

う。 

 

 

 

○大東市教育委員会表彰及び感謝状授与の基準等に関する要綱（抜粋） 

平成２５年７月２９日 

教委要綱第１２号 

 

第３条 表彰規程第３条に規定する児童生徒で表彰することができるものは、次表の左欄

に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。 
 

（１） 表彰規程第３

条第１号に掲げる者 

公的機関が主催又は後援する大阪府規模以上の大会、審査会、コ

ンクール、選考会、研究大会、技能大会等において入賞（佳作入

賞を除く。）した者 

（２） 表彰規程第３

条第２号に掲げる者 

ア 人命救助、災害の未然防止その他これらに類する行為を行っ

た者 

イ 心身障害者、高齢者等への福祉活動を長期（２年以上）にわ

たり継続的に行った者 

ウ 地域、学校等において環境美化等の奉仕活動を長期（２年以

上）にわたり継続的に行った者 

（３） 表彰規程第３

条第３号に掲げる者 

前２号の右欄に掲げる行為等に準じる行為等があった者その他の

委員会が表彰することが適当であると認める者 

 



９．一般業務報告 

 

１．令和７年１２月大東市議会定例月議会における議決事項について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９４号 

 

   大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 

   令和７年１１月２６日提出 

 

                   大東市長  逢󠄀 坂  伸 子     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 図書館の設置、管理及び廃止に関する事務について、市長が管理し、及び執行するため。 
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大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条

例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例（令和２年条例第４１号）の一

部を次のように改正する。 

 

 本則第１号中オをカとし、エをオとし、ウの次に次のように加える。 

  エ 大東市立図書館条例（平成１７年条例第１５号）に規定する大東市立中央図書館、

大東市立西部図書館及び大東市立東部図書館 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会により行われた処分その他の行為又

はこの条例の施行の日前に教育委員会に対して行われた手続その他の行為で、改正後の

大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の規定に基づき市長が管理し、

及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において、市長により行われた処

分その他の行為又は市長に対して行われた手続その他の行為とみなす。 

 （大東市立図書館条例の一部改正） 

３ 大東市立図書館条例（平成１７年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「大東市教育委員会（以下「委員会」という。）」を「市長」に改める。 

  第６条から第９条までの規定中「委員会」を「市長」に改める。 

  第１０条第１項及び第２項中「委員会」を「市長」に改め、同条第４項中「委員会の」

を「市長が別に」に改め、同条第５項中「委員会」を「市長」に改める。 

  第１２条中「委員会が別に」を「規則で」に改める。 

 

- 56 -









 

大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正 

（大東市立図書館条例の一部改正） 
 

【現 行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【条例改正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
委任 （教育委員会の権限の一部を市長に移し、市長の権限として執行させること） 

 

 

補助執行 （市長／教育委員会の権限に属する事務について、教育委員会事務

局職員／市長部局職員に分けて処理させること） 

 

令和７年１２月定例月議会 
議 案 第 ９ ４ 号 資 料 
教 育 総 務 部 

 

 

執行機関 市長 

 

 

 

教育委員会 

 
  

 

 

補助機関 
市長部局 

職員 

 

 

 

教育委員会 

事務局職員 

①公民館等の教育機関 
②スポーツ ③文化 ④文化財 

図書館、 

社会教育関連施策の

推進 など 

放課後児童 
クラブなど 

 

 

執行機関 市長 

 

 

 

教育委員会 

 
  

 

 

補助機関 
市長部局 

職員 

 

 

 

教育委員会 

事務局職員 

社会教育関連 
施策の推進など 

放課後児童 
クラブなど 

図書館 

①公民館等の教育機関 

②スポーツ ③文化 ④文化財 
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令和７年 12 月教育委員会定例会 

一 般 業 務 報 告 

教 育 総 務 部  
 

令和７年度大東市一般会計補正予算（第３次）について 
 

歳入 

【学校管理課所管】 

○学校施設環境改善交付金（小学校）               △９，３３３千円 

四条北小学校校舎空調機の整備方法の変更（工事⇒リース）による 

工事費用の減額に伴う国庫補助金の減少 
 

○学校施設整備基金繰入金                    △１７，０６２千円 

四条北小学校校舎空調機の整備方法の変更（工事⇒リース）による 

工事費用の減額に伴う基金の取り崩し額の減少 

 

歳出 

【学校管理課所管】 

○小学校維持管理・保健経費                    △７０，３８５千円  

執行が次年度へ見送りとなった以下の工事に係る修正設計業務委託料 

   住道北小学校長寿命化改良工事       ４，２９０千円 

   住道南小学校屋内運動場長寿命化改良工事  １，３２０千円 
 

四条北小学校校舎空調機改修工事の取止めに伴う不執行見込額 

   工事設計意図伝達業務委託料         △４９５千円 

   機械設備工事（前払金）        △６８，９００千円 

   電気設備工事（前払金）        △１０，７００千円 
 

四条北小学校校舎空調設備リースに伴う所要額 

   電気設備工事（前払金）          ４，１００千円 
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債務負担行為 

【学校管理課所管】 

○小学校維持管理・保健経費（期間：令和７～９年度）   限度額  ２１，７４３千円 

四条北小学校校舎空調設備リースに伴う所要額 

     空調設備リース料         １２，７７５千円 

電気設備工事（完了払）       ６，３２８千円 

機械設備工事（既存空調機の撤去）  ２，６４０千円 

○小学校給食運営経費（期間：令和７～８年度）        限度額 ３３０，３３４千円 

新１年生用物品購入費、給食賄材料費等に係る経費（※） 

（※物価高騰のため 15円/食［累計額 75 円］を上乗せ） 

○中学校給食運営経費（期間：令和７～８年度）        限度額  １９７，０４９千円 

給食賄材料費等に係る経費（※） 

学校給食費管理システム保守業務委託料 

（※物価高騰のため 20円/食［累計額 95 円］を上乗せ） 
 

【家庭・地域教育課所管】 

○家庭教育支援事業（期間：令和７～８年度）          限度額    １，６００千円 

   いくカフェ（企業）開催に係る業務委託料 
 

 



１０．会議録 

岡本教育長 

 

 

北本部長 

 

 

 

 

岡本教育長 

 

 

岡本教育長 

 

 

 

岡本教育長 

 

 

 

岡本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりました。 

開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

 

本日の出席は教育長及び教育委員４名、合計５名でございま

す。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規

定により本会議は成立することを報告申し上げます。 

 

報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただ今から１２

月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 

傍聴にお越しの皆様、本日は令和７年１２月定例会に傍聴参加

いただきありがとうございます。今年最後の定例会でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 

まず、日程第１「議事録署名委員の指名について」でございま

すが、本日の署名委員は、齊藤委員によろしくお願いいたしま

す。 

 

次に日程第２「教育長の報告」でございます。 

これは、私の教育長としての活動を紹介する中で、私が感じた

ことや考えていること等をお伝えし、委員の皆様と情報交換を行

うものです。 

本日は５点について報告いたします。 

まず１点目は、市内中学校生徒会との交流会でございます。現

在までに６校において実施いたしました。 

各中学校の生徒会役員と交流を行い、生徒会の取組み、行事な

どについて説明を聞き、また生徒会活動のやりがいや悩み、学校

生活の様子などについても意見交換をしました。 

プレゼンテーション力や応答力、質問力の高さにも感心しまし

たが、生徒会役員が「自分たちの力でこんな学校を作っていきた

い」という明確な目標、思いをもって日々活動を展開している様

子を知ることができ、たいへん頼もしく感じました。 

生徒会役員との交流会は、中学生の意見を聞くことができる、

たいへん貴重な機会であると考えています。 

２点目は１１月２６日にサーティホールにて開催されました

「大東市小学校連合音楽会」です。 

参加児童は、大舞台で緊張しながらも合唱や合奏を見事に披露

し、練習の成果を存分に発揮してくれました。達成感や自信につ

ながったものと思います。 

ステージへの移動や鑑賞態度もよく、教員の指導が行き届いて

おりました。 

全校が参加するこのような音楽会が継続して行われている市は

少なくなっている状況ですが、児童にとってかけがえのない体験



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっていることはもとより、教員にとっても専門性、スキルの

継承の場になっているのではないかと考えながら参観いたしまし

た。 

３点目は１２月６日に開催されました「薬物乱用防止対話集

会」でございます。 

基調講演やパネルディスカッション、また諸福中学校生徒によ

るロールプレーイングなどを通し、大切な自分を守るために薬物

の危険性、恐ろしさを改めて強く認識し、若者のＳＯＳを大人が

どう受け止めていけばよいのか、今年もそのような機運を醸成す

る集会となりました。 

改めまして長年にわたり小中学校において地道に啓発活動を行

っていただいております、本市薬物乱用防止指導員の皆さまをは

じめ関係者の皆様に感謝申し上げ、閉会のご挨拶をいたしまし

た。 

４点目は同じく６日に開催されました「図書館を使った調べる

学習コンクール表彰式典」でございます。 

今年度も多数の、そして優れた応募作品があり、市長賞をはじ

め各賞の贈呈がありました。 

児童生徒が自身が疑問に思ったこと、興味・関心のあることに

ついて、主体的に調べ、本や人、施設と対話しながらテーマを掘

り下げていく。そして考えをまとめ、作品に仕上げる。 

これらは、まさに未来を生きる子どもたちにこれから益々必要

となる、そして本市でも学校教育の中で大切にしたい力と重なっ

ており、今年も「ここまでできるのか」と驚き、感心を超えた感

動を覚えながら、ご挨拶と教育長賞の表彰をいたしました。 

最後に１５日から１７日にございました本会議・一般質問でご

ざいます。教育に関して多様な角度からのご質問を今回もいただ

きましたが、私が答弁しましたのは「義務教育学校設立にかかる

補助金・交付金に関して国への働きかけと内部調整について」

「共同親権について」「ＡＩ型デジタルドリルの予算執行につい

て」の３件でございました。 

一般質問内容につきましては、次回定例会にてご報告させてい

ただきます。 

幼稚園は２３日に、小中学校は２４日に２学期終業式を迎えま

した。 

１０月半ば以降、インフルエンザの流行により、とりわけ多く

の小学校で学級閉鎖・学年閉鎖が相次ぎました。 

子どもたちの健康回復を願いますとともに、３学期も状況を見

守っていきたいと思っております。 

今後の予定としまして、新年１月９日には「第２回総合教育会

議」がございます。 

「大東市教育大綱」策定についてが主なテーマとなります。 

総合教育会議は、実効性のある教育の推進のために、市長と教

育委員会が協議をする機関でありますので、教育の観点から、闊

達な議論を行ってまいりたいと考えております。委員の皆様にお

かれましてはどうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員の皆様から何かご意見はございませんでしょうか。 
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よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

日程第２「教育長の報告」につきましては、以上で終了としま

す。 

 

それでは、議事に入らせていただきます。 

 

まず、日程第３ 教委報告第９号 大東市教育委員会事務局人

事に係る臨時代理の報告について、及び日程第４ 教委報告第１

０号 府費負担教職員の人事に関する内申に係る臨時代理の報告

について、を議題とします。 

 

なお、これらの案件につきましては、大東市情報公開条例第６

条第４号に該当する非公開情報が含まれておりますので、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定に基づ

き、会議を公開しないこととしたいと思います。承認の委員は挙

手をお願いします。 

 

【挙手全員】 

 

ご異議なしと認めますので、それでは本件につきましては、非

公開とさせていただきます。 

 

【非公開】 

 

教委報告第９号及び教委報告第１０号の審議が終了しましたの

で、ただ今から定例会を公開とします。 

 

次に、日程第５ 教委議案第３２号 大東市立中学校生徒の善

行表彰について、提案理由の説明をお願いいたします。 

 

教委議案第３２号「大東市立中学校生徒の善行表彰につい

て」、提案理由の説明をさせていただきます。 

令和７年９月に、大東市立深野中学校の生徒１０名が、登校途

中に路上を歩く迷子の幼児を発見し、大阪府四條畷警察署まで同

行し保護を依頼しました。当該生徒の善行につきまして、学校長

からの推薦に基づき検討いたしましたところ、「大東市教育委員

会表彰及び感謝状授与の基準等に関する要綱」第３条の表に掲げ

る「（２）表彰規程第３条第２号に掲げる者」の表彰基準のうち

「ア 人命救助、災害の未然防止その他これらに類する行為を行

った者」に該当するものと認められ、「大東市教育委員会表彰及

び感謝状授与に関する規程」第３条第２号に規定する「特に他の

模範となる行為があった者」として表彰することにつきまして、

同規程第８条「表彰を受けるべき者の選考は、教育長の選考に基

づき委員会においてこれを行う。」という規定に基づき、本議案

を提出させていただくものでございます。 

なお、本議案のご議決がいただけましたら、学校長との調整を

行った上で、表彰状の授与を執り行いたいと考えております。 
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以上が、「大東市立中学校生徒の善行表彰について」の内容で

ございます。 

よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

この案件につきましてご意見・ご質問はございませんか。 

 

無いようでしたら、この案件につきまして承認の委員は挙手願

います。 

 

【挙手全員】 

 

賛成全員により可決しました。では今ご議決いただきましたの

で先ほど事務局からありましたように、後日教育委員会として表

彰をさせていただきます。 

 

以上で本日の議事を終わります。 

 

次に、日程第４ 一般業務報告について でございます。 

 

１番、令和７年１２月大東市議会定例月議会における議決事項

について、報告をお願いします。 

 

『令和７年１２月大東市議会定例月議会における議決事項等に

ついて』、報告申し上げます。 

「令和７年１２月定例月議会」は、本年１１月２６日から１２

月１７日まで開催され、教育委員会事務局が所管いたしました条

例案・予算案につきまして、両者とも「可決」されたところでご

ざいます。 

まず、『大東市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条

例の一部を改正する条例について』、報告申し上げます。 

資料の右上に「令和７年１２月定例月議会 議案第９４号資料 

教育総務部」と記しました、Ａ４一枚の図を表記したものをご覧

ください。 

これは、去る１０月２３日に開催されました教育委員会定例会

におきまして、「教委議案第２７号」の意見聴取として、ご審議

頂いたところでございます。 

改正条例の内容は、「大東市立図書館」の事務につきまして、

他の社会教育に関する教育機関同様、教育委員会の職務権限から

市長の職務権限に変更するものでございます。 

施行日は、令和８年４月１日でございます。 

なお、改正条例の「可決」を受けまして、令和７年度中に、関

連規則の改正等につきまして、改めてご審議頂く予定でございま

すので、その節は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

条例の報告は、以上でございます。 

次に、『令和７年度大東市一般会計補正予算（第３次）につい

て』、報告申し上げます。 

「補正予算（第３次）」の資料をご覧願います。 
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こちらも、去る１０月２３日に開催されました教育委員会定例

会におきまして、「教委議案第２８号」の意見聴取として、ご審

議頂いたところでございます。 

予算の概要を説明申し上げます。 

まず、「歳入」について、でございます。 

「学校管理課」所管の、「学校施設環境改善交付金（小学校）」

の減額、及び、次の「学校施設整備基金繰入金」の減額は、両者

とも、四条北小学校の校舎空調機の整備方法を変更することによ

るものでございます。 

次に、「歳出」について、でございます。 

「学校管理課」所管の、「小学校維持管理・保健経費」の減額

は、工事の執行が次年度に見送りとなった住道北小学校と住道南

小学校体育館について、修正設計を行うため計上するもの、 

また、四条北小学校の校舎空調整備について、工事を取り止

め、リース方式に切り替えるため計上するもの、でございます。 

次のページをお願いいたします。 

次に、「債務負担行為」について、でございます。 

「学校管理課」所管の、「小学校維持管理・保健経費」は、先

ほど「歳出」で説明申し上げました、四条北小学校の校舎空調設

備リースに伴うものでございます。 

次の、「小学校給食運営経費」、及び、その下の、「中学校給食

運営経費」は、主に、給食の賄材料費として、昨今の物価高騰に

対応するための経費を計上するものでございます。 

予算編成の過程におきまして、１食あたり１５円分の上乗せを

行い、平均３００円とし、中学校におきましては、１食あたり２

０円分の上乗せを行い、３７５円とする賄材料費にかかる経費を

計上することになったものでございます。 

次の、「家庭・地域教育課」所管の、「家庭教育支援事業」は、

企業版いくカフェの開催に係る委託料相当分を計上するものでご

ざいます。 

予算の報告は、以上でございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

この件に関して、ご質問等はございませんか。 

 

以上で本日の日程は全て終了となりました。 

それでは、次回の日程につきまして事務局より報告をお願いし

ます。 

 

次回、１月の教育委員会は令和８年１月１６日午前１０時００

分からの開催をご提案申し上げます。 

 

委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

それでは、次回は令和８年１月１６日午前１０時００分から開

催することといたします。 

 

以上をもちまして、１２月定例会を終了いたします。 

 



  

令和８年１月１６日 

 

 

岡本教育長 

 

齊藤委員 

 

 

以上 


